様式第5号（第6条関係）
私道敷使用貸借契約書
豊郷町長　　　　　　（以下「甲」という。）と土地所有者　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、私道敷の使用貸借について、次のとおり使用貸借契約を締結する。
第1条　乙は、所有する私道敷のうち次の部分（以下「土地」という）を公共下水道敷設用地として甲に無償で貸し付ける。
所在地　　　　豊郷町大字　　　　　　　　　　　　番地
地目
貸付面積（台帳面積）　　　　　　　　　　　　平方メートル
第2条　土地の使用貸借期間は、公共下水道敷としての用途を廃止するまでとする。
第3条　乙が土地の所有権を第三者に譲渡したり、当該土地に制限物権その他の権利を設定し、もしくはこれらの権利を譲渡する場合は、乙は譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対し、この契約に基づき、甲が有する土地使用貸借権を継承させ、又は、承認させ、当該権利行使に支障を生じさせてはならない。
乙において、前項に該当する理由が生じたときは、速やかにその旨を申し出るとともに、甲が命じる必要な措置を取らなければならない。
第4条　乙は、土地の上に工作物を設置し、または建物を建築してはならない。
第5条　敷設後の復旧は、現状復旧までとし、現状以上の変更については、乙が全部諸費用を負担するものとする。
第6条　乙の都合で公共下水道の敷設替等現状変更を要する場合は、甲に届出て施工を依頼するとともに当該敷設替等に要する諸費用の全額を乙が負担するものとする。
第7条　乙は、土地に敷設された公共下水道に他地区の下水道を連結されても甲に異議を申し立てないものとする。
第8条　この契約書に記載のない事項その他この契約に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

ただし、公共事業の一環で変更する場合は、双方で協議する。
上記契約の締結を証する為、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
年　　月　　日
甲：滋賀県犬上郡豊郷町大字石畑375番地
豊郷町長　　　　　　　　　　 印
乙：滋賀県犬上郡豊郷町大字　　　　番地
印
